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大阪府教育センター

平成28年度「互いを認め合い共に生きる人権教育」調査・研究

障がいのある仲間を含めた⼦どもどうしが、
互いを知り、関わり合うことが⼤切です
・仲間と⼀緒に学びたい、という思いを受け⽌めていますか︖
・どうすればともに学べるか、⼦どもたちと考えていますか︖
・⼦どもたちどうしが関わる場⾯をつくっていますか︖
・⼦どもたちとともに、卒業後の進路を話していますか︖

⼦どもたちに、⼈と関わる⼒や、⾃分で考えて
⾒通しを持って⾏動する⼒を育みましょう

共⽣社会をつくるために
学校でできることは︖

「ともに学び、ともに育つ」学校づくりを、みんなで
⼤阪府では、地域社会の⼀員として⼈や社会とつながり、⽀え合いながら、⽣き⽣きと活躍できる共⽣

社会の実現に向けて、すべての⼦どもが互いを尊重し⾼め合える「ともに学び、ともに育つ」教育を進め
ています。
「障害者権利条約」の基本的な考え⽅ 〜「社会モデル」「権利の主体」「合理的配慮」〜

「障害者権利条約」の基本的な考え⽅のひとつに、「障がいの社会モデル」があります。「障がいは障
がい者にあるのではなく、社会が障がい（障壁）を作り出している」という考え⽅です。共⽣の社会をつ
くるためには、障がい者に努⼒を求めるのではなく、周りの社会にある障壁（バリア）を⾒抜き、⼀緒に
なくしていくことが必要です。また、障がい者は「保護の対象」ではなく「権利の主体」としてとらえな
ければなりません。学校では、「ともに学び、ともに育つ」ための必要な配慮や⼯夫（＝合理的配慮の提
供）が求められています。
将来にわたって、ともに地域や社会で⽣きる⼦どもたちを育むために、今、学校・学級での取組みを

障がいのある⼦どもを含めた⼦どもどうしが、互いの存在を尊重し認め合う、⼈と関わる⼒や⾏動する
⼒を育むなど、共⽣の社会を実現するための⼟台となるものを⾝に付けることが必要です。

⼀⼈ひとりの⼦どもが⾃分らしく学び、周りの⼦どもとの関係を築きながら学校⽣活を送っていく上で、
あなたの学校・学級にバリア（＝障壁）となっているものはありませんか︖10年後、20年後に、ともに
地域や社会で⽣きる⼦どもたちの姿をイメージしながら、学校・学級の取組みを⾒直し、「ともに学び、
ともに育つ」学校づくりを進めていきましょう。

（⇒ 詳しくはリーフレット「ともに学び、ともに育つ①」を参照）

とと もにに学びび 、

②つつ育ににもとと



共⽣社会の実現に向け、誰も排除しない教育をめざして
障がいのある⼦どもが仲間とともに⽣きる社会をめざす教育を進めるためには、学習をはじめとするすべて

の教育活動の場に、すべての⼦どもがともにいることが⼤切になります。⼀⼈ひとりの⼦どもを尊重した「と
もに学ぶ」授業づくりを進める中で、様々な⼦どもがいることが多様な学びとなり、⼦どもたちは、ともに育
ちながら価値観を広げていきます。

「誰⼀⼈として排除しない」という観点から、すべての教育活動を進める学校体制をつくりましょう。同じ
場でともに学び、ともに課題を解決していくプロセスが共⽣社会をつくる⼒につながることを、⼦どもに関わ
るすべての教職員で共通認識しておくことが⼤切です。

私は、⾞椅⼦での⽣活を送っていて、字を書いたり⾷べ
たりは、いつも誰かに⼿伝ってもらっている。

⼩学校に⼊ると、⾃然とたくさんの友達ができた。友達
との⻤ごっこでは、私が名前を呼んだらその⼦が来てくれ
てじゃんけんをする特別ルールで遊んだ。修学旅⾏のとき
も、同じ部屋の友達が私のトイレ介助をしてくれた。うま
くいかずトイレがビショ濡れになり、みんなで⼤笑いした。

中学になると、⽀援学級の先⽣は、「⾞椅⼦だとできな
い」と⾔って、みんなと⼀緒のことをなかなかさせてくれ
なかった。でも、担任の先⽣に協⼒してもらい、なんとか
みんなと⼀緒に運動会や遠⾜に参加することができた。学
校では、電動⾞椅⼦に友達を⼆、三⼈乗せて、廊下を暴⾛
したりして遊んだ。たまに先⽣に怒られたけど。

今の⾼校では、⼀緒にできないからダメということは
まったくないが、それでもはじめは友達ができるかとても
不安だった。私にはサポーターさんがついているが、それ

だとなかなか友達が寄ってきてくれない。なるべくサポー
ターさんを少なくしてもらい、今では友達がお弁当を⾷べ
るのを⼿伝ってくれる。体育祭や⽂化祭の打ち上げにも参
加し、ボウリングにも⾏った。⼀番⼤きな経験は、１年の
合宿のサポートの活動に参加できたことだ。先⽣や友達に
「あなたにしかできないことがあるから」と⾔われ、⾃分
の経験を語った。私だからこそ伝えられることがあると実
感でき、みんなの役に⽴てたことが嬉しかった。

今までの経験から私が願うことは、障がいがあるから何
もできないとか、同じことができなくて⾟いだろうから分
けたほうがいいとか決めつけないでほしい、ということだ。
少しくらい⼤変なことがあっても、友達といると楽しいこ
との⽅が断然多い。みんなと過ごさなければ経験できない
こと、学べないことがある。

（平成28年度⼤阪府⼈権作⽂コンクール最優秀作品より抜粋）

みんなと過ごさなければ、経験できないこと、学べないことがある 府⽴⾼校２年⽣Ａさんの作⽂から

学校づくりで⼤切にしたいこと
①すべての教職員で関わる 〜情報の共有〜

⼦どもに関わる様々な情報を共有し、協働的に取り組んでいくためには、教職員が知ろう、
気付こうとすること、想像⼒を働かせて物事をとらえることが必要です。

特に、以下に挙げる事柄について、すべての教職員で情報共有しましょう。
・障がいのある⼦どもとその保護者の状況
・障がいのある⼦どもと周りの⼦どもとの関係性

（学級での様⼦、授業での様⼦、休み時間の様⼦ など）
また、⽀援教育コーディネーターや⼈権教育担当者などを中⼼に、職員会議などですべて

の教職員が情報共有できるシステムや組織を整えることも必要です。

②⼦どもの育ちを引き継ぎ、積み重ねる 〜校種間の連携〜
様々な機会（学習発表会、運動会、授業参観など）を通して、⼊学前から障がいのある⼦

どもについて知ることが⼤切です。その際、障がいのある⼦どもの様⼦だけでなく、周りの
⼦どもとの関係性を知ることが、⼊学後の取組みに不可⽋です。

また、卒業後の状況について、進路先と連携することも⼤切です。

③保護者とつながる、保護者をつなぐ
障がいのある⼦どもの保護者の不安や願いに寄り添い、ともに⼦どもに関わっていくこと

が⼤切です。障がいのある⼦どもの保護者が孤⽴することなく、他の保護者とつながる機会
を積極的につくっていきましょう。
●障がいのある⼦どもの保護者どうしで

⽀援教育コーディネーターや⽀援学級担任が中⼼となり、不安や悩みを共有し相
談できる定期的な場づくりをしましょう。卒業⽣の保護者や⼊学予定の⼦どもの保
護者に参加してもらうことで、地域でのつながりを広げることにもなります。

●学級の保護者どうしで
学級担任が中⼼となり、懇談会など学級の他の保護者とつながる場を持つことも、

周りの⼦どもとのつながりのサポートになります。

トライアングルの
関係で情報を共有
Ａが安⼼できる教室は、

そこで学ぶすべての⼦ど
もたちにとって安⼼でき
る教室になると考え、Ａ
を中⼼に集団づくりを進
めてきました。

学級担任と⽀援学級担
任の⼆者だけでの情報共
有ではなく、介助員、ス
クールカウンセラー、保
護者、医療機関、養護教
諭など、多くの教職員や
専⾨機関を加え、トライ
アングルの関係で情報を
共有してきました。とも
に同じ⼦どもたちを⾒守
ることができたことが、
とても⼼強いものとなり
ました。

多くの⼤⼈で⼦どもや
集団の様⼦を交流し、⼦
どもたちの実態を多⾯的
にとらえられたことで、
⼦どもの深い理解につな
げることができました。

１．「ともに学び、ともに育つ」学校づくり



⼦どもたちが互いに関わり合える場の設定と必要な⼯夫
⽇常的に⼦どもたちが関わり合う機会をつくることが⼤切です。そこには、⼦どもたち⼀⼈ひとりが違いを

⼤切にできる取組みや、授業や係活動・委員会活動、部活動など、障がいのある⼦どもが周りの⼦どもと同じ
活動に参加するための⼯夫が必要です。どうすれば⼀緒に学んだり活動できたりするかを考え、⼦どもたちが
仲間として対等な関係で関わり合える取組みを積極的につくりましょう。

学年・学級づくりで⼤切にしたいこと

①互いのことを知る
互いに尊重し合うためには、「ありのままの存在を受けとめる」

ことが⼤切です。⼀緒に参加・活動することで、仲間の思いや願い、
得意なことも苦⼿なことも知ることができます。

学校⽣活の様々な場⾯で、障がいのある⼦どもと周りの⼦どもた
ちが同じ体験をすることを通して、互いのことを知る機会を設定し
ましょう。

また、教職員が⼀⼈ひとりの違いを⼤切にすることは、⼦どもへ
の声かけや関わり⽅に表れます。それは、⼦どもにとっての⾝近な
モデルとなり、⼦どもはその声かけや関わり⽅を学んでいきます。

②困っていることに気づく 「⼿伝って」と⾔える
障がいのある⼦どもと周りの⼦どもの間に、「お世話してあげ

る」､「してもらう」という⼀⽅的な関係性がつくられていません
か。また、⾔葉、表情、声の⼤きさなど、表現⽅法は⼈それぞれで
あることを⼦どもたちと確認していますか。

⼦どもは様々な場⾯で様々な気持ちを持っています。授業をはじ
めとする様々な場⾯で気持ちを伝える・受け⽌める機会を持ちま
しょう。
その積み重ねが、仲間が困っていることに気づける⼒、困ってい

る仲間に「⼀緒にやろう」､「⼿伝って」と⾔える⼒を育みます。
さらに、⼦どもたちの間に互いに関わり合える関係性が育まれます。

③折り合いをつける ⾃分たちで解決⽅法を⾒つける
⼦どもたちは⼀⼈ひとり違います。違いから起こるトラブルを

きっかけとして、仲間とともに物事を解決したり、折り合いをつけ
たりする⼒を育みましょう。

例えば、⼦どもたち⾃⾝がみんなで⼀緒に遊んだり学んだりする
ためにどんなことができるか考えるとき、教職員より⼦どもたちの
⽅が、誰もが納得できる解決策を⾒つけ出すことも多くあります。
⾃分たちで課題に気づく⼒、⾃分たちで解決⽅法を⾒つけていく

⼒を育むことが、ともに⽣きていく⼒となります。

④⼦どもの⼒を引き出す⽀援
障がいのある⼦どもに、常に⼤⼈が傍で先々にサポートしている

と、周りの⼦どもたちは関わるチャンスがなくなってしまいます。
⼦どもたちが関わろうとするのを待つ、また、その関わりの中で

解決しようとするのを待つ姿勢が必要です。そして、本当に必要な
時を⾒極め、必要最⼩限のサポートをすることが、⼦どもが関わり
合うチャンスをつくることになります。
⼦どもどうしが⾃ら関わりを築けるような、⽀援のあり⽅を⼤切

にしましょう。

⽀援学級担任からのサポートなど、教職員で連携しながら、
学級で学級担任が集団づくりを進めることで、障がいのある
⼦どもと周りの⼦どもに、仲間と関わる⼒や⾃分たちで課題
を解決する⼒が育っていきます。

あきらめない⼦どもたち
運動会の練習中、途中でうちわをズボンにさす

ところで、Ｂはうちわが気になりすぐに抜いてい
ました。他の先⽣と相談し、ズボンの外にうちわ
をさすループをつけると、Ｂはうちわをさすこと
ができました。

ところが、⼦どもたちはどうしたらＢもうちわ
をズボンにさすことができるのだろうと考え、話
し合った結果、「Ｂ〜︕」と⼀⼈が呼んでいる間
にもう⼀⼈がうちわをさし、Ｂがうちわが気にな
らないうちに両⼿をつなぐという⽅法を⾒つけ出
しました。

Ｂは気になっていたうちわをズボンに⼊れたま
ま、楽しそうに踊っていました。⼀緒に踊ったそ
の時の⼦どもたちのうれしそうな顔は、忘れられ
ません。そこには、あきらめない周りの⼦どもた
ちの姿がありました。

このままでええやん
ある⽇の全校集会のことです。Ｄは知的障がいが

あり、コミュニケーションが苦⼿です。Ｄが初めて
参加した１年⽣４⽉の全校集会では、はじめから落
ち着きなく、うなるような声を出していました。そ
の声がかなり⼤きくなったころ、クールダウンでき
るようにと、教員がＤを体育館から外に出そうとし
ました。

すると、Ｄとは違う⼩中学校から⼊学してきた⽣
徒が⾔いました。「なんで、出すん︖ これがＤの
普段の姿やねんから、このままでええやん」その後
も、Ｄの声は時おり体育館に響き渡りましたが、誰
もそのことに違和感を持ちませんでした。卒業まで
の３年間、それは⽇常の姿となりました。

Ｄのことを理解しつつ、「集会とはこうあるべき
もの」といった既成概念や、多様性をきちんと受け
⽌めることの意味など、⼦どもの⼀⾔が、教員の意
識を問い直すきっかけとなりました。

さりげなく⽀える仲間たち
卒業式に向けた練習がはじまりました。１学期、

Ｃが⾔葉でつまったときには、Ｃの代わりに⾔う
こともあった周りの友達でしたが、卒業式の練習
では、Ｃが⾔葉につまると、隣でさりげなく⾔葉
を囁き、Ｃが⾃分で⾔おうとすると、すっと⾝を
引く姿がありました。そんな友達に囲まれて、⾃
分の⾔葉を、これまでのどんな時よりも⼤きな声
で⾔うＣがいました。

Ｃが困っているときにサポートし、Ｃができる
ことには⾒守る仲間の関わりは、ともに学びＣを
よく知ることから⽣まれているのだと感じました。

２．互いの存在を尊重し、関わり合える学年・学級づくり



知的障がい⽣徒⾃⽴⽀援コース
知的障がいのある⽣徒が活き活きと学べるよう、カ

リキュラムや授業内容を⼯夫した、⾼等学校のコース
です。障がいのあるなしに関わらず、授業や⽇常的な
関わりを通して、ともに⾼校⽣活を送っています。
（府⽴９校＋⼤阪市⽴２校）

＜学籍・卒業証書＞⾼等学校

仲間とのつながりの中での進路選択
⾃⽴⽀援コースに通うＥは発語が困難で、コミュニケー

ションをとることに不安を持っていました。進路について
も「わからん」の⼀点張りでした。２年⽣になり、学級の
仲間がＥと⽇常的にともに過ごし、休⽇にも⼀緒に遊びに
⾏くようにもなりました。そのころから、Ｅの⾔語習得に
急に成⻑が⾒られるようになりました。発語が増えたとい
うのではなく、練習への意欲が⾼まったのです。「もっと
みんなと話したい」…それが、最⼤の原動⼒でした。

３年⽣も半ばになり、Ｅは仲間たちと過ごした経験をも
とに、障がい者就労の道を選びました。そこには、⾼校
２・３年でＥが得た「もっと話したい」という思い、そし
て、Ｅを友⼈として遊びやスポーツに連れ出した仲間たち
の存在がありました。また、Ｅとの関わりを⼒に、福祉関
係の仕事に就いたり、学校の「学習サポーター」として活
躍したりする仲間たちの姿もありました。仲間とのつなが
りの中でそれぞれが⾃らの⽣き⽅を⾒つけ、進路を切り拓
いていくことができたのです。

⼤阪府では、障がいのある⼦どもが⾼等学校や職業学科のある知的障がい⾼等⽀援学校を受験する際に不利
益を被らないように、⼊学者選抜における配慮の体制を整備してきました。制度について⼦どもや保護者に伝
えるとともに、⼦どもや家庭の願いを丁寧に受け⽌め、進路選択を⽀援していきましょう。

配慮事項により、府内⾼等学校には、様々な障がいのある⽣徒が多く⼊学しています。また、⼤学等を受験
する際にも、同様に配慮体制が整備されてきています。

共⽣推進教室
職業学科を設置する府⽴知的障がい⾼等⽀援学校の共⽣推進

教室を、府⽴⾼等学校に設置したものです。両校の連携協⼒の
もと、⾼等⽀援学校の⽣徒が、⾼等学校の⽣徒とともに学んで
います。（府⽴８校）

＜学籍・卒業証書＞⽀援学校
＜登校＞週４⽇、⾼等学校へ・週１⽇、⾼等⽀援学校へ

（職業に関する専⾨教科を学ぶ）

１．障がいのある⼦どもへの配慮事項について

①公⽴⾼等学校 知的障がい⽣徒⾃⽴⽀援コース・共⽣推進教室について
⼤阪府では、「ともに学び、ともに育つ」教育を進めるため、府内公⽴⾼等学校に「知的障がい⽣徒⾃⽴⽀

援コース」と「共⽣推進教室」を設置しています。いずれも、ホームルームやクラブ活動、修学旅⾏などは、
⾼等学校で⾏います。

※受験には、療育⼿帳が必要です。⼿帳の有効期限など、事前に保護者と必ず確認しましょう。

主な配慮事項の内容 ※ ほぼすべて別室受験となります

○ 学⼒検査時間の延⻑
○ 点字による受験
○ 代筆解答
○ 介助者の配置
○ 英語リスニングテストの筆答テストによる代替
○ 拡⼤した学⼒検査問題⽤紙⼜は解答⽤紙の使⽤
○ 別室での受験 など

これらは、受験で⼦どもが安⼼して⾃分の⼒を発揮で
きるための配慮の例です。

中学⼊学時から、学級担任や⽀援教育コーディネー
ター、進路担当、管理職などで⼦どもが安⼼して⽣活し、
持てる⼒を発揮できるための配慮について丁寧に話し合
い、配慮を⾏うことが⼤切です。

中学校で⾏っている配慮が受験時や⼊学後も⾏われる
よう、正式な⼿続きをする前から、教育委員会や⾼等学
校等の関係機関が連携・情報共有することが⼤切です。

平成29年3⽉ ⼤阪府教育センター ⼈権教育研究室※⼤阪府では、法令等を引⽤する場合等を除き、「障害｣という⾔葉が前後の⽂脈から
⼈や⼈の状態を表す場合は、｢害｣の漢字をひらがな表記（障がい）としています。

３．障がいのある⼦どもの進路選択と⽀援
障がいのある⼦どもと仲間たちが「ともに学び、ともに育つ」ことを積み重ねることで、⼦どもたちは互い

の進路をともに考えていくことができます。仲間との関わりをもとに、共⽣社会をつくる⼀⼈として進路を切
り拓く⼦どもたちを育んでいくことが⼤切です。

２．義務教育終了後の進路先について

②⽀援学校⾼等部・職業学科のある知的障がい⾼等⽀援学校について
障がい（視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不⾃由、病弱）のある⽣徒を対象に、⽀援学校に⾼等

部が設置されており、⼊学者の決定に当たっては、⼊学者決定検査を⾏っています。また、職業学科のある知
的障がい⾼等⽀援学校では、⼊学者選抜を実施しています。

障がいのある⼦ども本⼈や保護者の主体性や選択を最⼤限尊重し、⼀⼈ひとりの希望に応じた就労の実現に
努めることが重要です。就職は、⼀般的にハローワークを通じて⾏います。また、障がい者福祉施策の就労⽀
援として、⼀般就労を希望する障がい者を対象とする「就労移⾏⽀援」と、⼀般就労が困難な障がい者を対象
とし、就労の機会を提供するとともに、就労に向けた知識や能⼒向上のために必要な訓練を⾏う「就労継続⽀
援（Ａ型・Ｂ型）」（作業所・授産所など）があります。

３．就労等について


